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１．研 究 目 的 

1990 年代の社会福祉基礎構造改革以降、供給される公的な社会福祉サービス（以下、サ

ービス）の量的整備が進むとともに、多様なニーズに対応するため、サービス種が豊富に

なっていると言える。この背景としては、入所施設にて一括してサービスを提供する時代

から、地域での生活を基盤とし、多様なサービスを提供する時代への変化も重要な要因と

考えられる。小林は社会福祉の供給体制においては、サービスの「決定」とそれに基づく

サービスの「提供」が分離して構築され、この２つの過程をつなぐケアマネジメントを担

う機関の重要性が増していると指摘している（小林 2002）。障害福祉領域の供給体制にお

いても、2012 年にサービスを利用する者にはサービス等利用計画の作成が義務付けられ、

サービスの「決定」と「提供」が分離して構築されたと言える。  

 一方、公平性の原理に基づいて供給されるサービスは、人々の求めるニーズに対応しえ

ない面を持っている（小松 2011）。例えば、制度と制度の隙間が生まれるという課題が存

在し、その課題への克服として、地域における何らかの支援のシステム化の有効性が指摘

されている（小林 2007）。サービスで対応することが困難な障害児者については、地域生

活支援事業の相談支援事業にて対応することが求められるが、相談支援についての考え方

の相違、相談支援専門員の活動内容の格差等が指摘されている（日本相談支援専門員協会

2011）。そこで、本研究では地域生活支援事業の相談支援事業の委託を受けている事業所

（以下、委託相談支援事業所）及び基幹相談支援センターの支援内容を明らかにし、障害

児者の地域での生活に必要な支援の構築に資することを目的にする。 

 

２．研究の視点および方法 

現行の相談支援体系は、地域生活支援事業における相談支援事業、サービス等利用計画

を作成する特定相談支援事業、地域移行・定着支援を行う一般相談支援事業に体系化され

ており、多くの都道府県や市町村内では、自身の地域の現状を把握した上で計画的に整備

されている。そのため、無作為に事業所を選定するのではなく、都道府県単位での調査が

有効であると考えた。そこで、本研究では４県を研究対象地域と設定した。設定にあたっ

ては、①障害者の相談支援体制を率先して構築している、②相談支援従事者のネットワー

ク構築を先駆的に行っている、③人口規模に配慮する（700 万人以上の規模の２県、200
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万人未満の規模の２県）といった３点を考慮した。また、本研究ではサービスで対応する

ことが困難な障害児者の支援実績と自事業所で作成したサービス等利用計画作成率との関

連に着目した。４県の委託相談支援事業所及び基幹相談支援センター259 事業所に郵送配

布し、郵送にて回収した。結果として、73 事業所から回答があった（回収率 28.1%）。 

 

３．倫理的配慮 

本研究は社会福祉学会研究倫理指針に則り、実施した。具体的には都道府県名、市町村

名、事業所名については個人が特定されないよう、公表しない等の対応を取った。 

 

４．研 究 結 果 

 まず、それぞれの事業所の相談実人数の内、自事業所にて作成したサービス等利用計画

数がどの程度なのか、その割合を自事業所でのサービス等利用計画作成率として確認した。

その結果、特に委託相談支援事業所において、サービス等利用計画を作成している事業所

と作成していない事業所のばらつきが大きい傾向にあった。  

 サービス等利用計画の作成が少ない委託相談支援事業所の特徴としては、自治体との定

期的な話し合いが１ヶ月に１回以上ある事業所が多い傾向にあった。さらに、支援内容に

ついてサービス等利用計画の作成が少ない委託相談支援事業所及び基幹相談支援センター

の特徴としては、障害者総合支援法等のサービス利用を拒否する者への支援を多く行って

いる傾向がうかがえた。 

 

5．考 察 

 障害者の相談支援体制を率先して構築している都道府県においても、サービス等利用計

画の作成に追われている委託相談支援事業所及び基幹相談支援センターが確認された。一

方、自らの事業所ではサービス等利用計画を作成していない事業所は、障害者総合支援法

等のサービスに自らつながらない障害児者やその家族に対し、支援をしている傾向にあっ

た。このような対応については、自治体の担当者の理解が不可欠であり、月１回以上定期

的な会議を行う等、行政と事業所で相談支援とは何かについて話し合う場の必要性がうか

がえた。 
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